
議
第
九
十
号

岐
阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

岐
阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
五
年
九
月
十
四
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。題

名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
設
置
）

第
一
条

も
の
づ
く
り
及
び
情
報
通
信
に
係
る
人
材
の
育
成
、
産
学
官
の
交
流
及
び
企
業
等
の
活
動
の
場
の
提
供

並
び
に
県
民
に
対
す
る
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
県
民
生
活
の
向
上
及
び
岐
阜
県
の
も
の
づ
く
り
産
業

の
振
興
に
寄
与
す
る
た
め
、
各
務
原
市
に
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

第
十
二
条
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
中
第
三
号
を
第

四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

も
の
づ
く
り
産
業
の
振
興
に
資
す
る
事
業
の
企
画
及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
一
号
イ
中
「
及
び
」
を
「
（
第
一
別
館
及
び
第
二
別
館
に
あ
っ
て
は
、
土
曜
日
及
び
日
曜
日
）
、
」

に
改
め
、
「
休
日
」
の
下
に
「
及
び
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
」
を
加
え
、
同
号
イ
に
次
の

た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
に
つ
い
て
は
、
無
休
と
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
一
号
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
及
び
ロ
」
を
削
り
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
条
第
二
号
イ
に

次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
一
別
館
及
び
第
二
別
館
に
つ
い
て
は
そ
れ
ら
の
利
用
時
間
を
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま

で
と
し
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
に
つ
い
て
は
そ
の
利
用
時
間
を
終
日
と
す
る
こ
と
。

別
表
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
（
第
六
条
、
第
十
一
条
関
係
）

一

本
館

金

額

（
円
）

区

分

午

前

午

後

夜

間

午
前
及
び
午
後

午
後
及
び
夜
間

全

日

多
目
的
ホ
ー
ル

一
二
、
一
五
〇

一
二
、
一
五
〇

一
六
、
一
三
〇

二
一
、
七
九
〇

二
五
、
四
五
〇

三
四
、
三
七
〇

第
一
会
議
室
及
び

三
、
六
七
〇

三
、
六
七
〇

四
、
九
二
〇

六
、
六
〇
〇

七
、
六
五
〇

一
〇
、
三
七
〇

室

第
二
会
議
室

第
三
会
議
室

三
、
八
八
〇

三
、
八
八
〇

五
、
一
三
〇

六
、
九
二
〇

八
、
〇
七
〇

一
一
、
〇
〇
〇

議

第
四
会
議
室
及
び

三
、
二
五
〇

三
、
二
五
〇

四
、
三
〇
〇

五
、
七
七
〇

六
、
七
〇
〇

九
、
一
二
〇

第
五
会
議
室

会

特
別
会
議
室

五
、
二
四
〇

五
、
二
四
〇

六
、
九
二
〇

九
、
三
二
〇

一
〇
、
九
〇
〇

一
四
、
六
七
〇

実
証
室

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
月
に
つ
き
八
七
〇

附
属
施
設
設
備
等

知
事
が
定
め
る
額

二

第
一
別
館

金

額

（
円
）

区

分

午

前

午

後

全

日

第
一
研
修
室
、
第
二
研
修
室
、
第
五
研
修
室
及
び
第
七
研
修
室

一
、
七
六
〇

二
、
三
四
〇

三
、
四
九
〇

第
三
研
修
室
及
び
第
四
研
修
室

四
、
四
〇
〇

五
、
八
六
〇

八
、
七
二
〇

室

第
六
研
修
室
、
第
十
二
研
修
室
及
び
第
十
五
研
修
室

三
、
五
二
〇

四
、
六
九
〇

六
、
九
八
〇

修

第
八
研
修
室
、
第
九
研
修
室
及
び
第
十
研
修
室

二
、
六
四
〇

三
、
五
二
〇

五
、
二
四
〇

第
十
一
研
修
室

七
、
九
一
〇

一
〇
、
五
五
〇

一
五
、
六
九
〇

研

第
十
三
研
修
室

六
、
一
六
〇

八
、
二
一
〇

一
二
、
二
一
〇

第
十
四
研
修
室

九
、
六
七
〇

一
二
、
九
〇
〇

一
九
、
一
八
〇

講
師
控
室

八
八
〇

一
、
一
七
〇

一
、
七
四
〇

附
属
施
設
設
備
等

知
事
が
定
め
る
額

三

第
二
別
館

金

額

（
円
）

区

分

午

前

午

後

全

日

第
一
研
修
室
、
第
二
研
修
室
及
び
第
三
研
修
室

一
、
五
六
〇

二
、
〇
七
〇

三
、
〇
九
〇

附
属
施
設
設
備
等

知
事
が
定
め
る
額

四

ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ク
ト
リ
ー

区

分

金

額

（
円
）

ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ク
ト
リ
ー

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
月
に
つ
き
八
七
〇

別
表
備
考
第
一
号
ロ
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
一
別
館
及
び
第
二
別
館
に
あ
っ
て
は
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
を
い
う
。
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別
表
備
考
第
一
号
ヘ
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
一
別
館
及
び
第
二
別
館
に
あ
っ
て
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
を
い
う
。

別
表
備
考
中
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

利
用
料
金
の
額
を
算
出
す
る
基
礎
と
な
る
面
積
に
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
一
平
方
メ
ー
ト
ル
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

四

一
月
当
た
り
で
定
め
ら
れ
て
い
る
利
用
料
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
利
用
期
間
が
一
月
に
満
た
な
い
と
き

は
、
日
割
で
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
準
備
行
為
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

提

案

説

明

岐
阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
施
設
の
内
容
を
変
更
し
、
並
び
に
利
用
料
金
の
上
限
額
を
定
め

る
等
の
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。
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